
成年後見制度

法定後見制度任意後見制度
判断能力が低下して
から利用できる

後見
日常生活が困
難で、常に誰か
の援助が生活
に必要な状態

保佐
日常の買い物程
度はできるが、
財産管理などを
一人で行うのは
困難な状態

補助
ほとんどのこ
とは一人でで
きるが、少し不
安がある状態

判断能力があるうち
に利用できる

判断能力低 高

歳入
（収入）

歳出
（支出）

市税
130億5,800万円
（－0.7％）

国庫支出金
80億7,800万円
（－7.9％）

地方交付税
74億2,900万円
（－8.6％）

市債

諸収入

地方消費税交付金

道支出金

使用料及び手数料

繰入金

その他 その他

民生費
122億5,500万円
（－2.2％）

職員費
56億1,900万円
（－5.2％）

諸支出金
54億5,500万円
（5.9％）

公債費
50億5,500万円
（0.9％）

教育費
32億300万円
（－16.5％）

広域連合負担金

土木費

商工費

総務費

衛生費

港湾費

37億3,100万円
（－24.3％）

23億1,500万円
（－1.7％）

22億円
（20.1％）

21億9,400万円
（0.5％）

14億4,900万円
（－2.6％）

8億8,800万円
（9.5％）

8億9,500万円
（13.9％）

9億6,500万円
（－30.7％）

29億8,500万円
（0.5％）

22億8,900万円
（－30.0％）

16億8,000万円
（－3.6％）

11億200万円
（7.1％）

10億7,400万円
（2.4％）

5億5,500万円
（6.1％）

例えば、このよ
うな不安があるときに

暮らしと財産を守る
成年後見支援センター

《詳細》高齢福祉課
　　　☎25-2872

　社会福祉協議会内に設置している成年後見支援センターをご存知ですか。
認知症や障がいなどで、判断能力が十分でない人の暮らしと財産を守る成
年後見制度の活動や相談を受け付けています。

成年後見制度って
� なに？

どんなことを
� 相談できるの？

　認知症や知的・精神障がいにより判断能力
が不十分な人が、そのことによって不利益を

被らないようにするための制度です。
　家庭裁判所が決めた「成年後見人」が、その人本
人の意思を尊重し、かつ心身の状態や生活状況に配
慮しながら、その人に代わって財産を管理したり必
要な契約を結んだりすることにより、保護・支援し
ます。
※�食事の世話や実際の介護は、一般的に成年後見人
の仕事ではありません。

　親族以外の市民による「市
民後見人」を養成するための

講座を開催しています。また、町内
会などの団体に対して、制度の内容
や利用方法に関する講習会・勉強会
を開催しています。必要に応じて職
員が出向きますの
で、内容や時間な
ど、気軽にご相談
ください。

　成年後見制度の利用に限らず、認知症高齢者や知的・精神
障がい者の権利擁護全般に関すること、生活の困りごとの相

談を常時受け付けています。

頼れる身寄りがなく、
お金の管理や契約に
心配がある

離れて暮らす高齢の
家族が、悪質な訪問
販売の被害に遭った

親が亡くなったあと
の、障がいがある子
どもの暮らしが心配

　　　など

成年後見支援センターでは、
経験豊かな社会福祉士が無料で相談に応じます。

相談受付　月～土曜日（祝日を除く）9:00～17:00
《詳細》成年後見支援センター（社会福祉協議会内）
　　　☎83-5062

どんな活動を
しているの？

⃝�お金・財産を守る
　　お手伝いのしくみ

　～本人に代わって成年後見制度～
⃝�親亡きあとを解決

子どもの心配ごと
　～お金と財産を守る成年後見制度～
� など
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講習テーマの一例
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